


年110万円の基礎控除額以下の贈与であれば申告不要ですが、
基礎控除額を超えた場合、受贈者が贈与税の申告・納税をしなけ
ればなりません。

贈与の事実を証明するためには、贈与の都度、贈与契約書を作成
し、贈与者の口座から受贈者の口座へ振込みをするなどの対応が
必要です。
税務調査等で贈与を否認されないよう、贈与の事実を客観的に証
明できるようにすることが重要です。

にはさまざまな効 果があります。
ご存命のうちにお持ちのご資産の一部をご家族に受渡す「生前贈与」には、
受渡す人（贈与者）と受取る人（受贈者）の双方に効果があります。

ただし、ちょっと面倒なことも…

贈与契約書の作成・振込みが必要

基礎控除額を超えたら申告・納税

効果

2

効果

3

効果

4

若い世代をサポートできます。
お子さま・お孫さま世代は、教育費や住宅費などさまざまな費用がかかります。
生前贈与されたご資産が、若い世代の生活をしっかりサポートします。

効果

1
「想い」をかたちにできます。
「日々の生活や将来の活躍を支援してあげたい」「感謝の気持ちを伝えたい」な ど、
 ご家族へのさまざまな「想い」を生前贈与によってかたちにして届けることがで きます。

相続税を軽減できます。
将来おとずれる相続で相続税の負担を軽くするためには、生前に相続財産を できる
だけ減らしておくことがポイントです。生前贈与がそのために役立ちます。

年110万円までの基礎控除＊を活用 できます。
贈与税の非課税枠として年110万円までの基礎控除があります。
基礎控除は、1年ごとに活用することができます。

とは・・・生 前 贈 与
2分で
わかる！

解説動画を
配信中

贈与契約書の作成不要
三井住友海上プライマリー生命から届くお支払通知が「贈与の
記録」となるので、贈与契約書を作成する必要がありません。

基礎控除額以下で贈与
贈与する上限額を設定することができるので、贈与税の基礎控除額
以下で贈与することができます。

振 込手 続 き不 要
生存給付金は、受贈者の口座 に直接振込まれるので、贈与者
は振込手続きをする必要が ありません。

＊贈与税の課税方式には、「暦年課税」「相続時精算課税」があり、それぞれ年110万円までの基礎控除があります。

※当商品パンフレットに記載している税務取扱いの内容は、2025年6月1日現在の税制に
基づく一般的な解説であり、今後の税制改正等により、将来変更される可能性があります。
個別の税務取扱いについては、所轄の税務署もしくは税理士等にご確認ください。

お客さまのニーズに応じて「一生涯の死亡保障」の有 無を選択できます。 P3～P4終身保障「なし」 P5～P6終身保障「あり」
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用語解説

基本保険金額のうち、生存給付金としてお受取りいただく額と終身保障としてのこす額の比率
を表すものです。終身保障倍率が0倍の場合は、終身保障としてのこす金額はありません。

■終身保障倍率

積立利率適用期間における保険金等を支払う際の基礎となる金額のことをいいます。
一時払保険料、積立利率等により計算します。

■基本保険金額ご注意ください

この保険には、お客さまにご負担いただく費用があります。また、解約時の市場金利の
変動等により、損失が生じるおそれがあります。 P43～P46

※上図はイメージ図であり、将来の生存給付金額、死亡保険金額、解約払戻金額等を
保証するものではありません。

契約初期費用なし
健康告知なし

契約通貨

円

生存給付金支払回数10回、終身保障倍率0倍の場合【イメージ図】 最終回の生存給付金の
支払いをもってご契約は
終了（消滅）します

生
存
給
付
金
の
お
支
払
い
総
額

第1保険期間（3年）

積立利率適用期間（9年）

第2保険期間（積立利率適用期間満了まで）

▲
契約日

生存給付金と死亡保険金を合計
した受取総額は、一時払保険料
以上となります。

生存給付金既払額

積立金額

解約払戻金額

生存
給付金
生存
給付金

生存
給付金
生存
給付金

生存
給付金
生存
給付金

生存
給付金
生存
給付金

生存
給付金
生存
給付金

生存
給付金
生存
給付金

生存
給付金
生存
給付金

生存
給付金
生存
給付金

基
本
保
険
金
額

▼
死亡保険金の充実

生存
給付金
生存
給付金

生存
給付金
生存
給付金

死亡保険金額

料
険
保
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時
一
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ニーズに応じて便利な機能を
活用できます

贈与（支払）回数・
終身保障倍率を選択できます
毎年同額を、生存給付金支払回数に応じて
贈与できます。
終身保障倍率「0倍」を選択した場合、基本
保険金額の全額を贈与できます。

毎年、贈与を受ける 方（生存給付金受取人）
の口座へ、生存給付 金を振込みます。

贈与する上限額を設定できます。その設定
により、贈与税の基礎控除額（110万円）以
下で贈与することもできます。毎年の生存給付金 のお支払通知が「贈与

の記録」として利用 できます。 P15 贈与する日を任意の日に指定することがで
きます。 P9

P7

スムーズな 生前贈与を
実現で きます

終身保障なしなし
生前贈与プラン

生存給付金額＝基本保険金額÷生存給付金支払回数
<生存給付金額の計算方法（終身保障倍率「0倍」の場合）>

毎年の生存給付金を活用し て、基本保険金額の
全額を簡単に贈与できます。
毎年の生存給付金を活用し て、基本保険金額の
全額を簡単に贈与できます。

※「生前贈与プラン」とは、生存給付金受取人を契約者以外の「ご家族」と
するプランです。「終身保障なし」とは、終身保障不担保特約を付加した
終身保障倍率0倍の契約をいいます。



※上図はイメージ図であり、将来の生存給付金額、死亡保険金額、解約払戻金額等を
保証するものではありません。

基
本
保
険
金
額

第1保険期間（3年）

積立利 率適用期間（30年）

第2保険期間（積立利率適用期間満了まで） 第3保険期間（終身）

生
存
給
付
金
の

お
支
払
い
総
額生存給付金

生存給付金
生存給付金

積立金額

死亡保険金の充実（第1段階）
死亡保険金の充実（第2段階）

▼

生存給付金額の計算方法
基本保険金額 ÷ （生存給付金支払回数 ＋ 終身保障倍率） ＝ 生存給付金額

例 生存給付金支払回数が10回、終身保障倍率が3倍の場合、生存給付金額は基本保険金額÷13
となります。

死亡保障が
一生涯にわたって
継続します

終身保障倍率、生存給付金額の計算方法について

毎年の生存給付金を活用し て簡単に生前贈与
ができ、「一生涯の死亡保障」 も確保できます。
毎年の生存給付金を活用し て簡単に生前贈与
ができ、「一生涯の死亡保障」 も確保できます。

▼

解約払戻金額

生存給付金既払額

終身保障倍率とは
・基本保険金額のうち、生存給付金としてお受取りいただく額と終身保障としてのこす額の比率を
表すものです。
・例えば、終身保障倍率が3倍の場合は、基本保険金額のうち生存給付金の１回あたりの金額×3
が、終身保障としてのこす金額となります。
・なお、終身保障倍率が0倍の場合は、終身保障としてのこす金額はありません。

▲
契約日

生存給付金
生存給付金

生存給付金
生存給付金

生存給付金
生存給付金

生存給付金支払回数10回、終身保障倍率3倍の場合【イメージ図】

ご注意ください
契約後に生存給付金支払回数および終身保障倍率を変更することはできません。

生存給付金

生存給付金額×3
死亡保険金額

終身保障倍率に応じた死亡保障をご家族にのこせます。
生存給付金と死亡保険金を合計した受取総額は、一時払
保険料以上となります。

死亡保険金額

終身保障ありあり
生前贈与プラン

ニーズに応じて便利な機能を
活用できます

贈与（支払）回数・
終身保障倍率を選択できます
毎年同額を、生存給付金支払回数に応じて贈与
できます。
終身保障倍率「1倍」または「3倍」を選択した場合、
一生涯の死亡保障を確保できます。

毎年、贈与を受ける方 （生存給付金受取人）の
口座へ、生存給付金を 振込みます。

贈与する上限額を設定できます。その設定により、
贈与税の基礎控除額（110万円）以下で贈与するこ
ともできます。毎年の生存給付金のお 支払通知が「贈与の記録」

として利用できます。 P15 贈与する日を任意の日に指定することが
できます。 P9

スムーズな 生前贈与を
実現で きます

契約初期費用なし
健康告知なし

※「生前贈与プラン」とは、生存給付金受取人を契約者以外の「ご家族」とす
るプランです。「終身保障あり」とは、終身保障倍率１倍または3倍の契約
をいいます。

契約通貨

円

P7
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生存給付金に関する機能　❶ 贈与する 上限額の設定生存給付金に関する機能　❶ 贈与する 上限額の設定

税務のお取扱いについて、詳しくは、P17～P18

生存給付金生存給付金 生存給付金生存給付金

指定上限額▶指定上限額▶指定上限額▶指定上限額▶

１回目 2回目

繰入繰入

贈与する上限額を設定できます贈与する上限額を設定できます

生存給付金は、契約者以外の方が受取る場合、贈与税の課税対象となります。 
贈与税の課税方式には、「暦年課税」と「相続時精算課税」があり、それぞれ毎年110万円の
基礎控除があります。

「やさしさ、つなぐ２」では、契約者と生存給付金受取人が異なる場合、贈与する上限額
（指定上限額）を設定することができます。例えば、指定上限額を110万円に設定するこ
とで、基礎控除額以下での贈与が可能になります。

指定上限額を設定する場合、毎年の生存給付金額のうち、指定上限額を超えた分は繰越準
備金として積立てることができます。

契約時に指定上限額を、10万円以上1万円単位（生存給付金額の20％～130％の範囲内）
で設定することができます。

契約の途中で指定上限額を所定の範囲で変更することもできます。また、指定上限額を設
定していないご契約でも、契約の途中で設定することができます。

指定上限額を設定する場合、 円建支払額設定特約（円建契約用）が付加されます。

繰越

生存給付金

生存給付金受取人
へのお支払い

調整機能
（繰越準備金）

生存給付金受取人がお受取り
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【繰越のイメージ】

生存給付金の最終回の支払いにおいて、繰越準備金がある場合、
契約者にお支払いします。この場合、雑所得の課税対象となります。



たとえば…

お子さまやお孫さまの
誕生日に

クリスマス
プレゼントに

結婚記念日に
奥さまへ

ご自身の誕生日に

初回の生存給付金支払日は、契約日から翌年の契約応当日までの間で指定することができます。
2回目以降の生存給付金支払日は、初回の支払日の毎年の応当日となります。

活用例（翌年に贈与）

生存給付金支払日の変更
2回目以降の生存給付金支払日は、初回の支払日の毎年の応当日となりますが、支払日の
変更が可能です。ただし、支払日の変更は、お手続きが完了した直後に迎える年単位の契
約応当日以後の適用となります。

生存給付金の支払停止
お客さまのご要望に応じて、生存給付金の支払いを停止することができます。

終身保障倍率 支払いを停止した生存給付金のお取扱い
所定の利率で利息を付けて積立て、最終回の生存給付金支払時に契約者にお支払いします。
所定の利率で利息を付けて積立て、第３保険期間の保険金額を計算する原資に加算します。

0倍
1倍・３倍

生存給付金は、原則、生存給付金支払日にご指定の口座に着金します（生存給付金支払日が三井住友
海上プライマリー生命の非営業日の場合は、翌営業日の着金となります）。

※ただし、生存給付金受取人の口座が、ゆうちょ銀行、証券総合口座の場合を除きます。

▲
契約日

▲
2年目の
契約応当日

孫の誕生日に贈与したら、
きっと喜ぶなぁ

▲
3年目の
契約応当日お孫さまの誕生日 お孫さまの誕生日

ご注意ください
■生存給付金の支払いを停止した場合、以後、生存給付金の支払いを再開することはできません。
■生存給付金支払日を1回以上迎えたご契約のみ支払いを停止することができます。
■支払いを停止した生存給付金については、主契約の積立利率とは異なる、三井住友海上
　プライマリー生命所定の利率で運用します。
　この利率は、生存給付金支払日およびその年単位の応当日ごとに毎年適用されます。

【生存給付金支払日を指定・変更できる範囲】

1回目の
生存給付金支払日を
指定できる範囲

2回目の
生存給付金支払日を
変更できる範囲

3回目の
生存給付金支払日を
変更できる範囲

▲
契約日

▲
2年目の契約応当日

▲
3年目の契約応当日

生存給付金に関する機能 　 ❷ アニ バーサリー機能　ほか生存給付金に関する機能 　 ❷ アニ バーサリー機能　ほか

生存給付金支払日の変更・生存給付金の支払停止生存給付金支払日の変更・生存給付金の支払停止アニバーサリー機能アニバーサリー機能

生存給付金生存給付金
（1回目）

生存給付金生存給付金
（2回目）

活用例（お孫さまの誕生日に贈与）

1回目は契約日（7月1日）に贈与したが、2回目以降は1月1日に贈与したい場合

▲
契約日

（7月1日）

▲
2年目の契約応当日
（7月1日）

△
1月1日

▲
3年目の契約応当日
（7月1日）

△
1月1日

生存給付金生存給付金
（1回目）

生存給付金生存給付金
（2回目）

２回目の生存給付金支払日を
２年目の契約応当日より前の日に
変更することはできません！

2回目の生存給付金支払日を
変更できる範囲

例

生存給付金支払日を契約者のご希望日に指定できます。

生存給付金支払日を、翌年に指定
することができます。

今年の贈与税の基礎控除（１１０万円）は、
既に使ったんだよね。
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生存給付金は、自分で受取 ることもできます。生存給付金は、自分で受取 ることもできます。 ※「自分年金プラン」とは、生存給付金受取人を「契約者」とするプランです。
※年金のように、生存給付金を毎年受取れることから 「自分年金」と
表現しています。
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一
時
払
保
険
料

ご契約内容によって、死亡された場合のお取扱いが異なります。
死亡された場合に備えながら、生存給付金をお受取りいただけます。

契約者・被保険者・生存給付金受取人 死亡保険金受取人
ご本人 お子さま

死亡された場合の奥さまの生活保障や、「二次相続」に備えることができます。

契約者・生存給付金受取人 被保険者 死亡保険金受取人
ご本人 奥さま お子さま

「二次相続」とは
●たとえば、夫婦の一方が亡くなって配偶者と子が相続することを「一次相続」、「一次相続」で
のこされた配偶者が亡くなって子が相続することを「二次相続」といいます。
●相続税に関して「一次相続」では「配偶者の税額軽減＊1」が適用されますが、「二次相続」では
適用できないため、相続税の負担が重くなることもあります。
●生命保険には、「死亡保険金の非課税枠＊2」があるため、保険を活用することで相続税負担の
軽減につながることがあります。

＊1 配偶者は、相続財産のうち1億6,000万円または法定相続分のうちいずれか高い金額まで、
相続税が課税されません（相続税法 第19条の2）。

＊2「500万円×法定相続人の数」が非課税限度額です（相続税法 第12条）。

契約者（ご本人）が生存給付金を5回受取ったのちに死亡したとき

ご契約例 2

ご契約例 1

定期収入として生存給付金をご自身で受取りながら、死亡された場合の相続の準備をする
ことができます。
終身保障倍率0倍を選択した場合には、生存給付金として基本保険金額の全額を受取る
こともできます。

ご契約の途中で生存給付金受取人を変更することで「自分年金プラン」から「生前贈与プラン」
に変更することもできます。

ご契約例1 の場合

死亡保険金受取人であるお子さまに、死亡保険金をお支払いして、保険契約は終了（消滅）します。

ご契約例 2 の場合

死亡されたご本人から被保険者である奥さまへ生存給付金の受取りを引き継ぎます。
奥さまがご存命の限り保険契約は継続するので、二次相続に備えることができます。

基
本
保
険
金
額

お子さま
死亡保険金
受取人（ ）

お支払い一
時
払
保
険
料

基
本
保
険
金
額

第1保険期間（3年） 第3保険期間（終身）

契約者本人
が受取り
契約者本人
が受取り

奥さまが
受取り
奥さまが
受取り

死亡保険金の充実（第1段階）
▼

死亡保険金の充実（第2段階）
▼

▲
契約者死亡

第2保険期間（積立利率適用期間満了まで）
積立利率適用期間（30年）

生存
給付金

生存
給付金

生存給付金額 ×３
死亡保険金額

※P11～P12のイメージ図は、将来の生存給付金額、死亡保険金額等を保証するものではありません。

第1保険期間（3年）

生存給付金額×8
死亡保険金額

契約者本人
が受取り
契約者本人
が受取り

死亡保険金の充実（第1段階）
▼

生存
給付金

積立利率適用期間
第2保険期間

生存給付金の
お支払い総額

▲
契約者死亡

【イメージ図】

【イメージ図】

生
存
給
付
金
の
お
支
払
い
総
額

生存給付金支払回数10回、終身保障倍率3倍の場合【イメージ図】

基
本
保
険
金
額

第1保険期間（3年）
積立利率適用期間（30年）
第2保険期間（積立利率適用期間満了まで） 第3保険期間（終身）

生
存
給
付
金
の
お
支
払
い
総
額

生存
給付金

死亡保険金額

契約者本人
が受取り
契約者本人
が受取り

死亡保険金の充実（第1段階）
▼

死亡保険金の充実（第2段階）
▼

積立金額

生存給付金既払額

生存給付金額×3
死亡保険金額

一
時
払
保
険
料
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A 第1保険期間中

B 第2保険期間中

C 第3保険期間中
（終身保障倍率0倍はなし）

商
品
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

死亡保障死亡保障

【イメージ図】生存給付金支払回数10回、終身保障倍率3倍の場合

ご注意ください

被保険者が死亡された場合、死亡保険金を死亡保険金受取人にお受取りいただきます。
死亡保険金額は、被保険者が死亡した日における以下の額と解約払戻金額のいずれか
大きい額となります。

＊1 生存給付金支払日を契約日（2回目以降を契約応当日）以外に
　  指定している場合、「積立金額+積み立てている生存給付金額」と
　  読み替えます。
＊2 生存給付金支払停止特約を付加し、利息を含む支払を停止した
　  生存給付金（積立生存給付金）がある場合は、積立生存給付金を加えます。

＊3 第３保険期間で最終回の生存給付金を支払う場合は、
　  第２保険期間満了日の保険金額から生存給付金額を
　  控除した額に基づき計算します。

積立金額＊1＊2

第２保険期間満了日の保険金額＊2＊3に基づき、その翌日における被保険者の
年齢および性別に応じたその時点の予定利率等により計算した額

【保険金額】

死亡保障死亡保障 家族への安心のポイント家族への安心のポイント

基本保険金額 － 生存給付金額 × すでに到来した生存給付金支払日の回数＊2

※上図はイメージ図であり、将来の生存給付金額、死亡保険金額、解約払戻金額等を保証するものではありません。

■第2保険期間中は、積立金から死亡保険金を支払うための費用を控除するため、
　第1保険期間と異なり、積立金額は積立利率で運用されるものではありません。
■終身保障倍率0倍を選択した場合、最終回の生存給付金の支払いをもってご契約は消滅し、
　以後の死亡保障はありません。

死亡保険金受取人を指定

ご契約の際にあらかじめ死亡保険金受取人を指定いただくことにより「のこしたい方」への
スムーズな財産承継を生前からご準備いただけます。

【例】 ●死亡保険金受取人は被保険者の
　3親等以内の親族または６親等
　以内の血族をご指定いただけます。

●死亡保険金受取人を指定できます。

契約者 配偶者 子 子

保険証券

※保険金支払の事実確認を行うことで、お支払いまでに日数がかかる場合があります。
　詳細につきましては、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

＊ 不備のない必要書類が三井住友海上プライマリー生命に提出された場合の日数です。

※死亡保険金請求権は、受取人固有の財産とされています。
　（ただし、最高裁の判例において、諸般の事情を考慮して相続人間に著しい不公平が生じる場合には、
　特別受益に準じて持ち戻しの対象になるとされています。）

死亡保険金は、所定の手続きを行っていただくことにより迅速に支払われ、すぐに使える資金として
活用いただけます。
銀行預金等の相続財産は「遺産分割協議」の対象となりますが、死亡保険金は遺産分割協議の対象外です。

●すぐに死亡保険金をお受取りいただけます。

●生存給付金受取人を指定できます。

5営業日＊以内
翌日からその日を含めて死亡保険金受取人が

死亡保険金受取に関する
所定の手続きを行う

必要書類が
三井住友海上

プライマリー生命に
到着した日

死亡保険金の
お支払い相続発生

第1保険期間
（3年）

第2保険期間
（積立利率適用期間満了まで）

▲
契約日

基
本
保
険
金
額

死亡保険金の充実（第1段階）
▼

死亡保険金の充実（第2段階）
▼

BA
一
時
払
保
険
料

解約払戻金額

生存給付金既払額

生存給付金受取人には、契約者本人、契約者の3親等以内の親族または6親等以内の血族を指定
できます。ただし、契約者と被保険者が異なる場合は、契約者または被保険者が生存給付金受取人
となります。（指定範囲内でご契約中に変更することも可能です。）

①～⑥＝血族
❶～❸＝姻族

一部省略

③曾祖父母 ❸曾祖父母

②祖父母

①父母

❷祖父母

❶父母

ご本人 配偶者

❶配偶者

❷配偶者

❸配偶者

配偶者

配偶者

配偶者

配偶者

配偶者

配偶者

配偶者

配偶者

④いとこ

⑤いとこの子

⑥いとこの孫 ④甥・姪の子

⑤甥・姪の孫

①子

②孫

③曾孫

❸配偶者 ③おじ・おば

❷配偶者

❸配偶者

②兄弟姉妹

③甥・姪

❸おじ・おば

❷兄弟姉妹

❸甥・姪

枠の中が指定範囲です。

死亡保険金受取人／生存給付金受取人の指定範囲

C

積立金額
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品
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ご注意ください

「やさしさ、つなぐ2」を活用した生前贈与「やさしさ、つなぐ2」を活用した生前贈与 生存給付金のお受取り手続き生存給付金のお受取り手続き

契約者は、ご自身以外を生存給付金受取人に指定する場合、必ず事前に、指定した生存給付金受取人
に生存給付金の受取りについて説明し、了解を得てください。

一般的に生前贈与を行う場合、都度「贈与契約書」の作成や振込手続きが必要ですが、
「やさしさ、つなぐ２」を活用した贈与なら、必要ありません。

本商品による贈与は、「生存給付金のお受取りが確定していないこと」や「生存給付金
受取人の変更が可能であること」などの理由から、定期金に関する権利の贈与＊に
該当しません。
＊定期的に金銭等を受取る権利を贈与することをいいます。10年間にわたって毎年100万円ずつ
贈与する約束をした場合、1年毎に贈与が行われると考えるのではなく、約束した年に「定期金に
関する権利（10年間にわたり毎年100万円ずつ受取る権利）」の贈与を受けたものとみなされて、
一括して贈与税がかかります。
※毎年、三井住友海上プライマリー生命から契約者へ事前案内を送付し、生存給付金受取人・支払
内容の変更の要否についてご確認いただきます。

【参考】生存給付金のお支払通知のイメージ

※帳票イメージは、将来変更となる可能性があります。

お支払のお知らせ

いつもお引き立ていただき、誠にありがとうございます。

お知らせいたします。

＜ご契約内容＞

＜お支払明細＞

＜ご請求内容＞

証券番号

募集代理店

契約者名

被保険者名

生存給付金受取人名

保険種類

＜お振込口座＞
金融機関名

支店名

口座種類

口座番号

口座名義人

※お客さま情報保護のため、口座情報の一部を非表示としております。

生存給付金支払日

支払処理日

生存給付金円支払特約

生存給付金額

指定上限額

お支払金額
※支払処理日の翌日からその日を含めて５営業日以内に、ご指定の口座にお支払い
します。

＜税務取扱（参考）＞

税務上のお支払金額

さて、以下のご契約につきまして、手続きが完了いたしましたので、

税務の内容は本お知らせ作成日現在の税制および当社見解に基づくものであり、今後変更になる
可能性があります。個別の税務取扱については所轄の税務署もしくは税理士にご確認ください。

’２１．３

Ver．１．１

６６４‐３

M
E
T２
６６
４３
．t
if

簡易書留 転送不要

※お支払い通貨に関わらず、日本円での課税となります。
※外貨でのお支払いの場合、当社所定のレートにて円換算したうえで
計算しております。

※お支払いいたしました生存給付金は、生存給付金支払日においての
贈与となります。

※契約者と保険料の負担者が異なる場合、上記税務取扱と異なる可能性
があります。

※指定上限額とは、生存給付金受取人にお支払いする生存給付金の上限となる
金額です。
指定上限額を超過した金額につきましては、契約者にお支払いします。

枚目

刷色

データ管理No.

サイン又は捺印

DDCP出校時チェック欄

表・裏

色校 青焼

校了・責了
注番

－

6016060136

流用新規
MET26643
三井住友海上プライマリー生命保険 様

16-210864
OTF/CC2015

21.01.22　K
初校/

MET26641流用
印行訂正
文字修正
ﾛｯｸ解除

21.01.29　M
再校/

文字･レイアウト修正
ﾛｯｸ解除

料金後納
郵 便

親　展

重要なお知らせ

ご
照
会
先

ゆっくりはがしてご覧ください。
乾燥させてから開封し

水濡れ注意
水に濡れているときは

てください。

午前９時～午後５時

月曜日～金曜日
（祝日・年末年始を除く）

内側に大切な情報がございます。

矢印の方向に

１０３－００２８　東京都中央区八重洲１－３－７
八重洲ファーストフィナンシャルビル１５階

フリーダイヤル

生存給付金支払

ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
○○代理店

○○銀行
○○支店

○○○○　○○　様
○○○○　○○　様

○○○○○○○　○○○　様

○○○○　○○　様
通貨選択型特別終身保険

普通
１２３４＊＊＊

作成日 XXXX年XX月XX日

XXXX年XX月XX日
XXXX年XX月XX日
付加なし

１，１００，０００円
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

１，１００，０００円

１，１００，０００円
（XXXX年分）

初回の生存給付金支払にあたっては、請求手続きが必要となります。
ご契約のお申込みと一緒に、請求手続きをしてください。

＊1 不備のない請求書類の到着、かつご契約の成立が要件となります。

BANK

請求書

2回目以降のお受取り手続き2回目以降のお受取り手続き

初回のお受取り手続き初回のお受取り手続き

ご契約の成立後に生存給付金受取人へ請求書類を送付します。

ご契約のお申込みと一緒に生存給付金の請求手続きができない場合

書面またはスマートフォンでご請求

生存給付金支払日に被保険者が
生存されている場合、生存給付金
をご指定の口座へお振込み＊1

不備のない請求書類が
三井住友海上プライマリー
生命に到着

生前贈与
（契約者≠生存給付金受取人）

※上記手続きについて、将来変更となる可能性があります。

＊2・契約者により、生存給付金受取人・支払内容が変更された場合には、生存給付金受取人に
よるお受取りのお手続きが必要となります。
・生存給付金支払日の約２か月前に生存給付金受取人に対して請求書類を送付しますので、
三井住友海上プライマリー生命に請求書類をご提出ください。

＊3 不備のない請求書類の到着が要件となります。

生存給付金支払日
約３か月前

生存給付金支払日
約2か月前

生存給付金支払日

契約者あてに事前案内を送付します。
（生存給付金受取人・支払内容を変更しない場合、お手続きは不要です。）

生存給付金支払日に被保険者が生存されている場合、
生存給付金をご指定の口座へお振込みいたします。＊3

ー生存給付金受取人・支払内容の変更がない
場合、２回目以降のお受取りのお手続きは
不要です。

生存給付金受取人あてに
事前案内を送付します。＊2

【生存給付金受取人】

生前贈与
（契約者≠生存給付金受取人）

自分年金
（契約者＝生存給付金受取人）

生存給付金受取人宛ての
お支払通知は、贈与税の
申告に利用できます。

三井住友海上プライマリー生命が発行するお支払
通知を、「贈与の記録」として利用できます。
そのため、贈与契約書の作成は不要です。

贈与を受ける方（生存給付金受取人）の口座へ、
三井住友海上プライマリー生命が振込みます。

一般的に生前贈与を行う場合には、以下の対応が必要です。

「やさしさ、つなぐ２」なら、以下のように手続きが簡略化できます！

三井住友海上
プライマリー生命 贈与を受ける方

BANK

BANK BANK

贈与する方 贈与を受ける方契約書

贈与の都度、「贈与契約書」を作成
（贈与取引の記録を残すため）

贈与する方の口座から贈与を受ける方の
口座への振込手続き

契約書
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２つの制度の概要２つの制度の概要

暦年課税と相続時精算課税について暦年課税と相続時精算課税について

暦年課税暦年課税

20242023 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
令和6令和5 令和7 令和8 令和9 令和10 令和11 令和12 令和13

3年以上4年未満
4年以上5年未満

5年以上6年未満
6年以上7年未満

７年間

３年間

贈与者 死亡

贈与者 死亡

贈与者 死亡

贈与者 死亡

贈与者 死亡

贈与者 死亡

…延長された加算期間

適用開始
2024年1月1日

＊1 贈与があった年の1月1日における年齢となります。
＊2 2年目以降は2,500万円の残額となります。
＊3 相続時精算課税で贈与を受けた土地・建物が、2024年1月1日以後に生ずる災害により一定以上の被害を受けた場合には、
　　相続時にその課税価格を再計算します。

対象者
贈与者 制限なし 60歳＊1以上の父母、祖父母

受贈者 制限なし 18歳＊1以上の子、孫

贈与時
贈与税の
納付

贈与税額の
計算 （贈与額－110万円）×税率－控除額 （贈与額－110万円－2,500万円＊2）

×20%

贈与税がある場合のみ納付
贈与税がある場合のみ納付
（相続時に精算）

相続時

贈与財産の
金額 贈与時の時価 贈与時の時価＊3

基礎控除 あり（年間110万円） あり（年間110万円）

税金の
算出

相続財産に贈与財産（贈与時の時価＊3）
を加算して相続税を計算

贈与財産は相続税の計算に関係しない。
ただし、相続開始前7年以内は加算

暦年課税 相続時精算課税

相続税の課税対象

1年前2年前3年前4年前

相続税の課税対象

※4年間で総額100万円まで非課税

1年前2年前3年前4年前5年前6年前8年前 7年前

贈与者 死亡

贈与者 死亡

令和5年度税制
改正前

令和5年度税制
改正後

改正のポイント①

改正のポイント②

贈与を受けた金額が相続財産に加算される期間（本冊子では「加算期間」と表示します）
について、2024年1月1日以後の相続から、改正前の３年間から7年間に延長されました。
なお、延長された４年間に受けた贈与のうち、総額100万円までは相続財産に加算されません。

加算期間は２０２７年１月１日から段階的に延長され、２０３１年１月１日から７年になります。

贈与税の課税方式は「暦年課税」（通常の贈与）と一定の要件に該当する場合に選択することが
できる「相続時精算課税」があります。
令和5年度税制改正（2024年1月1日以後適用）により、「相続時精算課税」に非課税枠として基礎
控除が新設されました。いずれの制度も年間の基礎控除額内での贈与であれば、申告不要となり、
簡易に贈与いただけます。

・贈与税の非課税枠として年間１１０万円の基礎控除があります。
・1年間（1月1日から12月31日まで）に贈与を受けた財産の価額の合計額が110万円を超え
る場合には、贈与税の申告と納税が必要になります。
・暦年課税による贈与の場合、相続開始前７年以内に贈与を受けた金額が相続財産に加算され
ます。

加算期間の延長加算期間の延長

死亡年別加算期間の考え方死亡年別加算期間の考え方
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暦年課税と相続時精算課税について暦年課税と相続時精算課税について

受贈者（財産を受取った人）が「相続時精算課税」を選択する場合、
公的機関への申請手続きが必要ですか？QQ

AA
ポイント

2 通算２,５００万円を超えているので、

に対して毎年２０％の贈与税がかかります。
なお、相続発生時の相続財産に加算されますが、
二重課税にならないように支払った贈与税を
相続税から控除します。

190万円
390万円
890万円
340万円
190万円

（5年前）
（4年前）
（3年前）
（2年前）
（1年前）

受取った人
受贈者

           
の金額は
110万円
を控除
した額

190万円

300
万円

190万円

300
万円

190万円

300
万円

340万円

450
万円

340万円

450
万円

890万円

1,000
万円

890万円

1,000
万円

390万円

500
万円

390万円

500
万円

690万円

800
万円

110万円110万円
まで
非課税

110万円 110万円 110万円 110万円110万円110万円110万円 110万円110万円

8年前9年前10年前 4年前 2年前 1年前5年前7年前 3年前6年前

贈与者が死亡

基礎控除分1,100
万円（110万円×
10年）は相続財産
に加算されません。

特別控除として
非課税となった
通算２,５００万円を
含め、毎年１１０万円
を超えた分が
相続財産に加算
されます。

基礎控除を除く金額で、
通算２,５００万円までは
特別控除として非課税

二重課税に
ならないように
支払った贈与税を
相続税から控除
します。

相続発生時に、過去の贈与を相続財産に加算

通算２,５００万円超は
贈与税が課税（税率２０％）

ポイント

１
ポイント

2

【計算例】

ポイント

3

令和5年度税制
改正後

相続時精算課税相続時精算課税

ポイント

１

通算２,５００万円までは、毎年の
贈与税は非課税ですが、
相続財産に加算されます。

190万円
890万円
390万円
690万円
340万円

（10年前）
（9年前）
（8年前）
（7年前）
（6年前）＋ 

２,５００万円

・ 110万円の基礎控除内の贈与は、毎年申告なしで非課税。
・ 110万円を超える贈与は、申告の必要あり。

税務署

相続選択前の贈与

相続
財産

相続選択前の贈与

相続
財産

相続時精算課税を選択

相続時精算課税を選択

選択後の贈与

選択後の贈与

相続財産に加算される

【イメージ】

相続財産に加算される

相続財産に加算されない
（基礎控除 年間110万円）

令和5年度税制
改正前

令和5年度税制
改正後

「相続時精算課税選択届出書」　　　　　 を贈与税の申告期限
（贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日）までに提出する必要があります。
受贈者（財産を受取った人）が、納税地の所轄税務署長に提出します。

P28
申告手続きが必要です。

・贈与税の非課税枠として年間１１０万円の基礎控除があります。
・基礎控除を超えた贈与のうち通算２,５００万円までは、特別控除として贈与税は非課税となります。
また、特別控除の２,５００万円を超えた場合、超えた額に対して２０％の贈与税が課税されます。
・相続時精算課税を選択した贈与は、相続発生時の相続財産へ加算されますが、基礎控除部分は
相続財産に加算されません（特別控除の２,５００万円は相続財産へ加算されます）。
・相続時精算課税を選択した場合は、暦年課税に変更できません。
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2323 2424

契約例

生存
給付金

死亡
保険金

相続
税額

税務上の
取扱い

生存給付金受取人と死亡保険金受取人が
同一人で、法定相続人である「孫」の場合

「孫」が相続開始前7年以内に受取った生存給付金（贈与を受け
た財産）は、相続税の課税対象となります。

「孫」の相続税額は、他の相続人と同様の方法で計算されます。

「孫」が受取った死亡保険金は、相続による取得とみなされ、
「死亡保険金の非課税枠」を適用できます。

贈与等についてのQ&A贈与等についてのQ&A

受贈者（財産を受取った人）が支払います。

贈与税は、誰が支払いますか？

家族名義の預金口座に振込みをして贈与契約書を作れば、贈与として
認められますか？QQ

受贈者であるご家族が口座の管理をしていない等、そのご家族が贈与財産を自由
に使えない状況では、贈与として認められないおそれがあります。
贈与者の相続が発生した際に、名義預金として相続財産に含まれる可能性があります。

贈与として認められない場合もあります。

贈与税の非課税枠は、受贈者（財産を受取った人）ごとに適用されますか？

AA
・ 贈与税の課税方式として「暦年課税」と「相続時精算課税」があり、非課税枠としてそれぞれ
に年間＊１１１０万円の基礎控除があります。

・ 受贈者が贈与者単位で、課税方法を選択しますので、贈与者２名をそれぞれ「暦年課税」「相続
時精算課税」とした場合には、年間２２０万円（１１０万円×２）の非課税枠を活用できます。

受贈者ごとに適用されます。

＊1 毎年1/1～12/31を指します。

私から110万円

私から110万円

私から110万円

私から110万円
受取った人
受贈者

受取った人
受贈者贈与した人

贈与者
贈与した人
贈与者

贈与した人
贈与者

暦年課税 暦年課税

相続時精算課税

暦年課税で、法定相続人ではない人を生存給付金受取人に指定する場合、
注意点はありますか？QQ

死亡保険金受取人が同一人の場合、税務上の取扱いに注意が必要です。

契約例

税務上の
取扱い

生存給付金

死亡保険金

相続税額

生存給付金受取人

孫 子

死亡保険金受取人 生存給付金受取人

孫 孫

死亡保険金受取人

「やさしさ、つなぐ2」の生存給付金について、税務上の贈与日はいつになりますか？

生存給付金は、相続税法に定める「みなし贈与」に該当しますので、支払事由発生日＝生存給付
金支払日が税務上の贈与日になります。実際に生存給付金受取人の口座に着金していなくて
も、生存給付金支払日が属する年における贈与として、贈与税の申告が必要になります。

税務上の贈与日は、生存給付金支払日です。

【契約者（被保険者）の法定相続人ではない「孫」を生存給付金受取人に指定した場合の例】

被相続人（契約者＝被保険者）の子が
すでに死亡しており、その子である「孫」
が法定相続人（代襲相続人）として相続
財産を受取る場合、税務上の取扱いは
右記となります。

遺贈とは、遺言によって、遺言者の財産の全部または一部を贈与することを言い、
遺贈により法定相続人以外にも財産をのこすことができます。死亡保険金受取人は
法定相続人である必要はありませんが、法定相続人にあたらない孫を死亡保険金受取人に
していた場合、死亡保険金は相続税の計算上、遺贈とみなされます。

＊2※孫において事例の生命保険以外に相続財産がない
前提です。例えば、他の生命保険で孫が死亡保険金
受取人になっている場合は考慮していません。

生存給付金受取人と
死亡保険金受取人が別人の場合

生存給付金受取人と
死亡保険金受取人が同一人の場合

「子」が受取った死亡保険金は、相続による取得
とみなされ、「死亡保険金の非課税枠」を適用
できます。

「孫」が受取った死亡保険金は、遺贈＊2による取
得とみなされ、「死亡保険金の非課税枠」を適用
できません。

「子」の相続税額は、他の相続人と同様の方法
で計算されます。

「孫」が受取った生存給付金（贈与を受けた財産）
は、他に相続財産がなければ、相続税の課税
対象となりません。

「孫」が遺贈＊2により死亡保険金を受取るため、
相続開始前7年以内に受取った生存給付金（贈与
を受けた財産）は、相続税の課税対象となります。

「孫」の相続税額は、２割加算されます。
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解約払戻金についての詳細は、P39～P40
［市場調整のイメージ］

その時点の市場金利を反映

契約通貨建ての
債券などで運用

一時
払
保
険
料

途中で解約等

積
立
金
額

※上図は市場調整を簡易に示したイメージ図であり、解約払戻金における
　解約控除は考慮していません。

［変動のイメージ］ 市場金利が上がると
解約払戻金額は減少

解
約
時
の
積
立
金
額

解
約
払
戻
金
額

＝市場金利

＝解約払戻金額

% %

［変動のイメージ］

解
約
時
の
積
立
金
額

＝市場金利

＝解約払戻金額

%

市場金利が下がると
解約払戻金額は増加

解
約
払
戻
金
額

%

ご契約前に必ず
ご確認ください！

解約払戻金は、市場金利の影響を受けて増減します。

この保険は、主に契約通貨建ての債券で運用しており、解約時などに、
その価値の変化を、解約払戻金に反映します。

時間の経過

市場金利　上昇 市場金利　低下

※この帳票は将来変更される可能性があります。
　（2025年6月現在の内容であり、最新の帳票については、国税庁のホームページ等をご確認ください。）

相続時精算課税選択届出書

金利変動リスクについて金利変動リスクについて 参考資料参考資料
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MEMOMEMO

56565555



この商品は預金ではありません。
この商品は、生命保険です。
預金とは異なり、元本保証はありません。

契約締結前交付書面
を受取った日

申込日

A
（土日、祝日、年末年始の休日も含みます）

●4/10までの消印がある郵便によりお申し出ください。
●　　を含めて8日以内となります。A

お申込者またはご契約者は、保険契約の申込日と「契約締結前交付書面」を交付された日の
いずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、書面または電磁的記録によるお申
出により契約のお申込みの撤回または契約の解除をすることができます。

クーリング・オフ制度についての詳細は、「注意喚起情報」P47～P48にてご確認ください。

4/1 4/3

4/3

いずれか遅い日

クーリング・オフの
お取扱いはできません。

＝

4/10 4/11

［イメージ図］ （書面で手続きする場合の例）

8日間

クーリング・オフ制度の対象です。
（お申込みの撤回・契約の解除）

契約書

？
預金 保険

この保険は、「第1保険期間中および第2保険期間中にご負担いただく費用」、「第3保険期間中
にご負担いただく費用」、「遺族年金支払特約による年金支払期間中にご負担いただく費用」、
「解約時にご負担いただく費用」がかかります。

費用についての詳細は、「注意喚起情報」P43～P45にてご確認ください。

お客さまにご負担いただく費用があります。

この保険は、主に契約通貨建ての債券で運用しており、解約時などに、その価値の変化を、
解約払戻金に反映します。 解約払戻金についての詳細は、「契約概要」P39～P40にてご確認ください。

［市場調整のイメージ］

解約払戻金は、市場金利の影響を受けて増減します。

その時点の市場金利を反映

時間の経過

［運用のイメージ］

契約通貨建ての
債券などで運用

一時
払
保
険
料

途中で解約等

積
立
金
額

［変動のイメージ］ 市場金利が上がると
解約払戻金額は減少

＝市場金利

＝解約払戻金額

市場金利が下がると
解約払戻金額は増加

解
約
払
戻
金
額

解
約
払
戻
金
額

%
%

%

※上図は市場調整を簡易に示したイメージ図であり、解約払戻金における解約
控除は考慮していません。

解
約
時
の
積
立
金
額

最後に、ご確認くだ さい

5757 5858


